
事業資金を借入れる事業者のための利子補給制度

～呉市の未来を創るグリーン・イノベーション・ビジョン～

■利子補給率

最大０．７％

■支給期間

指定金融機関が事業者に対し、最初に貸付
を行った日から起算して５年間

呉市

■対象事業

①新商品の開発・製造や新たな事業分野への進出等のための工場等施設整備
②新技術の研究開発、その成果の企業化
③地域温暖化対策、リサイクル、環境保全のための施設の整備



【お問い合せ】呉市商工振興課
電話 0823-25-3815 FAX 0823-25-7592  
メールアドレス syoukou@city.kure.lg.jp

地域再生支援利子補給金
の受給を予定する金融機関

内閣府
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kankei.html
呉市
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/rishihokyuukin.html

○株式会社伊予銀行
○呉信用金庫
○株式会社商工組合中央金庫
○株式会社中国銀行
○株式会社広島銀行

○広島県信用組合
○広島市信用組合
○広島信用金庫
○株式会社もみじ銀行
○株式会社山口銀行

※融資契約の前に，まずは金融機関にご相談ください。

手続きの流れ

制度詳細

事業者

指定金融機関

国（事務局）呉市

①申請
⑨返済

⑥融資

②確認申請 ③確認書

④推薦申請
⑦補給契約

⑤推薦
⑧補給金支給


